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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第113期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第112期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 27,862 166,893

経常利益（百万円） △1,522 △3,091

四半期（当期）純利益（百万円） △3,974 △12,963

純資産額（百万円） 65,624 68,058

総資産額（百万円） 193,882 193,461

１株当たり純資産額（円） 498.62 517.90

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
△31.15 △101.59

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ―

自己資本比率（％） 32.8 34.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,437 △8,030

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
627 6,395

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,743 △2,848

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
24,372 16,471

従業員数（人） 3,060 3,044

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．第112期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失を計上しており、ま

た、潜在株式がないため記載していない。

４．第113期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり

四半期純損失であるため記載していない。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社に異動はない。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である㈱本山製作所は、平成20年４月１日に当社の連結子会

社である㈱モトヤマを吸収合併した。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 3,060  

　（注）１　従業員数は就業人員数である。

２　人員には嘱託、雇員を含んでいない。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,375  

　（注）１　従業員数は就業人員数である。

２　人員には嘱託、雇員を含んでいない。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

鉄鋼・鋳鋼関連事業 11,467 －

鋼製構造物・機械関連事業 7,110 －

建築及び建築関連事業 9,150 －

その他事業 2,345 －

合計 30,073 －

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　金額は、売価換算額による。

３　上記金額には、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％）

鉄鋼・鋳鋼関連事業 17,912 － 22,715 －

鋼製構造物・機械関連事業 9,556 － 39,088 －

建築及び建築関連事業 6,837 － 24,184 －

その他事業 3,453 － 1,983 －

合計 37,759 － 87,972 －

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記金額には、消費税等は含まれていない。

(3）販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円) 前年同期比（％）

鉄鋼・鋳鋼関連事業 10,222 －

鋼製構造物・機械関連事業 6,457 －

建築及び建築関連事業 8,728 －

その他事業 2,452 －

合計 27,862 －

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記金額には、消費税等は含まれていない。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況

　当第１四半期における我が国経済の状況は、原油をはじめとする原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、物価の

上昇による個人消費の低迷により景気の減速感が強まる展開となった。

　このような状況において当社グループは事業再編に積極的に取り組むことにより、収益構造の変革を推進してい

る。

　その結果、当第１四半期における売上高は27,862百万円、営業損失は1,411百万円、経常損失は1,522百万円となっ

た。一方、「建築及び建築関連事業」で不良債権が発生したことなどにより、四半期純損失は3,974百万円となった。

　なお、当社グループの収益は事業の特性として第４四半期に偏ることから、業績に季節的変動がある。

(2)財政状態の分析

　当第１四半期末の連結総資産は、現金及び預金、たな卸資産などが増加した反面、受取手形及び売掛金の減少、

「建築及び建築関連事業」で不良債権の発生による貸倒引当金の積み増しを行ったことなどにより、前連結会計

年度末比420百万円増の193,882百万円となった。

　一方、負債においては支払手形及び買掛金、短期借入金などが減少した反面、その他流動負債、新株予約権付社債

などが増加したことにより、前連結会計年度末比2,854百万円増の128,257百万円となった。

　純資産においては四半期純損失3,974百万円を計上したことにより、前連結会計年度末比2,433百万円減の65,624百

万円となった。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より78

億円増加し243億円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は54億円となった。これは税金等調整前四半期純

損失39億円に、たな卸資産の増加及び仕入債務が減少したが、売上債権の減少で155億円増加したことなどによる

ものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は6億円となった。これは主に有価証券及び投資有

価証券の売却と有形及び無形固定資産の売却に伴うものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は17億円となった。これは新株予約権付社債の発

行による収入40億円、長期借入金の返済、ならびに、短期借入金の返済により22億円の支出によるものである。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりである。

基本方針の内容

（買収防衛策について）

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針

　当社の株式は譲渡自由が原則であり、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるものです。よって、当社の

財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを基

本としております。従って当社は、当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等があった場合に，賛同される

か否かの判断についても、最終的には株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得し、当社の経営

に関与しようとする買付を否定するものではありませんが、当社株式の買付等の提案を受けた場合に、それが当社

の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき、当社株主の皆様が適切に判断されるためには、当社株

式の買付等の提案をした者による買付後の当社の企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当

社株主の皆様に十分に把握していただく必要があると考えております。

　しかし、当社株式買付等の提案の中には、会社や株主に対して、買付に係る提案内容や代替案等を検討するための

十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損

なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有

する本来の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分または不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の

利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
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　当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行

う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切ではなく、このような者による大規模買付

行為等に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要

があると考えております。

　当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値・株主共同の利益について十分理解し、常

に企業価値・株主共同の利益向上のための施策を策定し、計画的に実施するとともに、企業価値・株主共同の利益

を損なうリスクを減少させ、内部統制を効かせた事業経営を継続して行っていくべきものと考えております。

基本方針の実現に資する取組み

　当社では、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の実現に資するものとし

て、以下に掲げる取組みを推進しております。

１．企業価値・株主共同の利益向上に資する「経営方針」について

　当社は、1909 年の創業以来、ステークホルダーの皆様との信頼関係を基盤とし、社会のインフラ整備やライフライ

ンの拡充に貢献してまいりました。平成21年２月に創立100周年を迎えるに際し、進むべき事業ドメインを「社会イ

ンフラ」と「産業設備」に定めました。

　当社の「経営方針」といたしましては、それらの事業ドメインを主として、トータル・クォリティー・サービス

で、お客様の信頼を得、お客様満足第一のモノづくりに徹して、引き続き独自の価値と安心を提供することで、官需

市場の堅実な受注を維持しつつ、民需および海外市場へ更なる受注拡大をはかり、「投資と将来性」「国内需要と

海外需要」「成熟事業（安定収益）と新規事業（積極投資）」などのバランスをはかりながら、着実な持続的成長

を目指すとともに、人材育成につとめ、社会貢献活動やコンプライアンス活動を継続的に実践することとしており

ます。

　以上のような「経営方針」を堅実に遂行するとともに、水、環境保全、国土開発、生産プロセスの高付加価値化とい

うニーズに対し、先見力・対応力・技術力・開発力に基づく最適システムを提供し、ターゲットとしてとらえる市

場の規模とシェアを見極め、「選択と集中」を更に推進することで、当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資

するものと考えております。

２．企業価値・株主共同の利益向上に資する「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実施策」について

 当社は、以下の企業理念のもとで、グループ会社と共に企業価値・株主共同の利益の向上を実現させていきたいと

考えております。これらを実現するためには、経営の効率性・透明性・適法性が必要であることから、コーポレート

・ガバナンスの充実に向けて、次の施策を実施しております。

＜企業理念＞

・私達は水と大気と生命（いのち）の惑星、地球を大切にし、人間社会のライフラインを守ります。

・私達は「安心」という価値を提供し、社会と顧客の信頼に応えます。

・私達は顧客の声をよく聴き、顧客から学び、独自の技術を深め、新しい技術を加え、顧客にオリジナルな「最適

システム」を提案します。

・私達はモノづくりを通じて、社員の幸せと人間社会の幸せを目指します。

・私達はこれらの実践のため、コンプライアンス経営を徹底し、継承と変革の調和を計り、個性と創意を尊重し、

企業の発展と社会への貢献につとめます。

＜コーポレート・ガバナンスの充実に関する施策の実施状況＞

（１）経営上の意思決定、業務執行および監督

　当社においては、最高意思決定機関および監督機関として取締役会が、その職務に当たる事を基本とした制度

を採用しております。また、代表取締役社長を中心としたメンバーによる経営会議を設置し、中期経営計画や事

業再編等の重要案件を審議する事で取締役会の機能補完と意思決定の迅速化をはかっております。また、経営

監査機関として、監査役会を設置しております。監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、重要な決裁

書類を閲覧することを含め、内部統制の運営状況等の確認を行い、必要に応じて取締役会に意見を述べるなど、

取締役の職務執行に対する監査を行っております。

（２）内部統制システム

　当社は、平成18年５月に、会社法第362条および会社法施行規則第100条に基づき、当社の業務の適正を確保す

るための体制（以下「内部統制」といいます。）に関する基本方針を策定するとともに、平成20年５月には、

「財務報告に係る内部統制」の体制を整備することを明確にするため、当該方針を一部改定いたしました。現

在、内部統制システムについての具体的な取組みとして、関係法令の順守のみに留まらず社会的規範に則って

行動することを目指し、企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を整備し、コンプラ

イアンス重視の企業風土を醸成すべく、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスクマネジメン

ト委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。

当社株式等の大規模買付行為への対応策（本プラン）
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１．本プラン導入の目的

　企業価値・株主共同の利益の中長期的な向上を目指す当社の経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、な

らびに顧客、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠です。こ

れら当社の事業特性に関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適切に判

断することはできません。突然大規模買付行為（特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を２０％以上と

することを目的とする当社株券等（注３）の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したも

のを除き、また、市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。））がなされたときに、大規模買付

者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを、株主の皆様が短期間のうちに適切に判断するためには、大規

模買付者および取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式をその

まま継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方

針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料でもあります。同様に、取締役会が当該大

規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、株主の皆様にとっては重要な判断材料になる

と考えております。

　これらを考慮し、当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に株主の皆様の判断のた

めに必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、という結論に至りました。当社取締役

会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する取締役会としての意見を独立した外部専門家（ファイ

ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら慎重に検討

したうえで形成し開示いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案条件の改善についての交渉や株主

の皆様に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は取締役会の意見を参考

にしつつ、大規模買付者の提案と取締役会から代替案が提示された場合にはその代替案を検討することが可能にな

り、最終的な判断を決定するために必要な情報と機会を与えられることとなります。

　当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の

利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付行為がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール

（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切

な者によって大規模買付行為がなされた場合には、それらの者によって当社の財務および事業の決定が支配される

ことを防止するための取組みとして対抗措置を含めた本プランを導入することといたしました。

注１：特定株主グループとは、

（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条

の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第

27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。

以下同じとします。）または

（ⅱ）当社の株券等（同法第27条の２第1項に規定する株券等をいいます。）買付等（同法第27条の２第1項に規

定する買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別

関係者（同法第27条の２第7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。

注２：議決権割合とは、

（ⅰ）特定株主グループが、注１の（ⅰ）記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に

規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有株券等の数（同項に規

定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も加算するものとします。）または、

（ⅱ）特定株主グループが、注１の（ⅱ）記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株券等所有割合

（同法第27条の２第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。各株券等保有割合の

算出に当たっては、総議決権（同法第27条の２第8項に規定するものをいいます。）および発行済株式の総

数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券

買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の２第1項に規定する株券

等のいずれかに該当するものをいいます。

２．大規模買付ルールの内容

　当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報

を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。その内容

は以下のとおりです。

（１）意向表明書の当社への事前提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役社長宛に、大規模買付ルールに

従う旨の誓約および以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただきます。

① 大規模買付者の名称、住所

② 設立準拠法

③ 代表者の氏名

④ 国内連絡先
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⑤ 提案する大規模買付行為の概要等

（２）必要情報の提供

　当社は、上記（1）の意向表明書受領後７営業日以内に、株主の皆様の判断および取締役会としての意見形成

のために、大規模買付者から取締役会に対して提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」と

いいます。）のリストを当該大規模買付者に交付します。本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性およ

び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。

① 大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファンドの場合）その他の

構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容等を含みます。）

② 大規模買付行為の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕

組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性等を含みます。）

③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報ならびに買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容およびその根拠を含みます。）

④ 大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、

関連する取引の内容を含みます。）

⑤ 大規模買付行為後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策

⑥ 大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係るステークホルダーの処遇方針

⑦ 必要な政府当局の承認、第三者の同意等、大規模買付行為の実行にあたり必要な手続の内容および見込

み、また大規模買付行為に対する独占禁止法その他の競争法ならびにその他大規模買付者または当社が

事業活動を行っているか製品を販売している国または地域の重要な法律の適用可能性や、これらの法律

が大規模買付行為の実行にあたり支障となるかどうかについての考えおよびその根拠なお、当初提供し

ていただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、取締役会は、大規模買付

者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。大規模買付行為の提案が

あった事実については速やかに開示し、取締役会に提供された本必要情報は、株主の皆様の判断のために

必要であると認められる場合には、取締役会が適切と判断する時点、その全部または一部を開示いたしま

す。

（３）取締役会による評価期間等

　取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完

了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合）又は90日間（そ

の他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、

「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えております。

　従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、

取締役会は外部専門家の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、取締役会としての

意見を慎重にとりまとめ、開示いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する

条件改善について交渉し、取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

３．大規模買付行為がなされた場合の対応

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であった

としても、当該買付提案についての反対意見を表明し、または、代替案を提示することにより、株主の皆様を説

得することに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案

に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替

案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

　但し、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をも

たらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断する場合には、取締役の善管

注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措

置をとることがあります。具体的には、以下のいずれかの類型に該当すると判断された場合には、当該大規模買

付行為は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えておりま

す。

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者

に引き取らせる目的で買収行為を行っている場合（いわゆるグリーンメーラーである場合）

② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権・ノウハウ・企業秘密情報・主要取

引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で

買収行為を行っている場合

③ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資と

して流用する予定で買収行為を行っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売

却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急
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上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で買収行為を行っている場合

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付条件よりも二

段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付等の株式の

買付を行うことをいいます。）等の、株主の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株式の

売却を強要するおそれがある場合

⑥ 大規模買付者の提案する買付条件（買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、買い付ける株券等

の上限の有無その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。）が

当社の企業価値・株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切である場合

⑦ 大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会その他のステークホ

ルダーの利益を含む当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合

⑧ 大規模買付者による買付後の経営方針等が不十分または不適当であるため、当社事業の成長性・安定性

が阻害され、または顧客および公共の利益に重大な支障をきたすおそれがある場合

⑨ 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

　大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行為

を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分な情報提供を行わない場合、またはその他大

規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、取締役会は、当

社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律お

よび当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。

（３）独立委員会の設置

　大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが順守された場合

でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対

抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会

によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会

規程を定め、独立委員会を設置することといたしました。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判

断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役ならびに社外有

識者（注４）の中から選任します。現在の独立委員会の委員には、社外監査役２名ならびに弁護士中村隆氏が

就任しております。

注４：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計

士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとしま

す。

（４）対抗措置の発動の手続

　本プランにおいては、上記（１） 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、原則として当該大

規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、上記（１）に記載のとおり例外的に対抗措置をとる場合、

および上記（２） に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するため

に、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委

員会は大規模買付ルールが順守されているか否か、十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行

うものとします。取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するも

のといたします。

　具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と取締役会が判断したものを選択するこ

とといたします。取締役会が対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てをする場合の概要は別紙２に記

載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てをする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グ

ループに属さないことを新株予約権の行使条件や取得条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使

期間、行使条件および取得条件を設けることがあります。

（５）対抗措置発動の停止等について

　前記（１）または（２）において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買

付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断し

た場合には、独立委員会の助言、意見または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止または変更等を

行うこと

があります。対抗措置として、例えば新株予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき株

主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でない

と取締役会が判断したときには、行使期間開始日までの間は、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権無償

割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において、当社が無償で新株予約権を取得する方法により対抗

措置発動の停止を行うことができるものといたします。

　このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに速やかな情報開示を

行います。
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４．株主・投資家に与える影響等

（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に

当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保するこ

とを目的としております。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かにつ

いて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるもの

と考えております。

　従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提とな

るものであり、株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

　なお、上記３．のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否かにより大規模買付行為に対する

当社の対応策が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意く

ださい。

（２）対抗措置の発動が株主および投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記３．のとおり、対抗措置を

とることがありますが、取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上場

する金融商品取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について適時・適切に開示いたします。

　対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を

被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てが行われる場合は、取

締役会で別途定めて公告する割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

株主に対、その所有株式数に応じて新株予約権が割当てられますので、名義書換未了の株主の皆様には、当該割

当期日までに名義書換を完了していただく必要があります（証券保管振替機構に対する預託を行っている株

券については名義書換手続は不要です。）。また、新株予約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間

内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。但し、当社が新株予約権を当社株式と引き換え

に取得できる旨の取得条項に従い当該新株予約権の取得の手続きを取る場合には、大規模買付者以外の株主の

皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価とし

て当社株式を受領することになります。これらの手続の詳細につきましては、実際に新株予約権を発行または

取得することとなった際に、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従って、別途お知らせ

いたします。

　割当期日において名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主を除

きます。）に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当てを受け、当該新株予約権の行使によ

るかあるいはその取得と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利または経済的側

面において不利益が発生する可能性があります。

　なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の

無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。）を行う場

合に、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じず、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例

えば、当該新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希

釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主、または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を

被る可能性があります。

　大規模買付者については、大規模買付ルールを順守しない場合や、大規模買付ルールを順守した場合であって

も大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じ

られることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本

プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するも

のであります。

５．大規模買付ルールの適用開始、有効期間、継続および廃止

　本プランの有効期間は本定時株主総会の日から３年間（平成23年６月に開催予定の定時株主総会時まで）とし、

以降、本プランの継続（一部修正した上での継続を含みます。）については、３年ごとに、定時株主総会の承認を経

ることといたします。

　取締役会は、本プランの有効期間中であっても、株主総会での承認の趣旨の範囲内で、本プランを修正する場合が

あります。また、本プランの廃止は、本定時株主総会により承認された後であっても、①株主総会において本プラン

を廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものといたします。

６．本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

（１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は向
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上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前

開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しております。

（２）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記１．「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、当社株式等に対する買付等がなされた際

に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために

必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものであります。

（３）合理的な客観的発動要件の認定

　本プランは、上記３．「大規模買付行為がなされた場合の対応」にて記載したとおり、あらかじめ定められた

合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように設定されており、取締役会による恣意的な発動

を防止するための仕組みが確保されております。

（４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際して、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の

勧告を最大限尊重することとしております。

　また、株主の皆様に情報開示することとしており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの

透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

（５）株主意思を尊重するものであること

　本プランは、平成20年6月開催の定時株主総会にてご承認をいただいており、株主の皆様のご意向が反映され

ることとなっております。

（６）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものと

されており、当社の株式を大量に買い付けた者が、当社定時株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成さ

れる取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従いまして、本プランは、デッドハンド型買収防衛

策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、

当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を

一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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（別紙１）

大株主の状況（平成20年３月31日現在）

株　　主　　名 当社への出資状況持株数（出資比率）

太陽生命保険株式会社 12,090千株（9.5％）

日本生命保険相互会社 8,482千株（6.6％）

日本マスタートラスト信託銀行株式社 7,879千株（6.2％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,217千株（5.7％）

みずほ信託銀行株式会社 4,601千株（3.6％）

株式会社りそな銀行 4,440千株（3.5％）

ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー 

ジャスデック アカウント
3,949千株（3.1％）　

株式会社みずほコーポレート銀行 3,623千株（2.8％）

富士火災海上保険株式会社 3,054千株（2.4％）

株式会社三井住友銀行 2,720千株（2.1％）

（注）１．当社は、自己株式（6,375,527株）を保有しておりますが、上記の表には記載していません。

２．出資比率は自己株式を控除して計算しております。

以上

（別紙２）

新株予約権無償割当の概要

１．新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法

　当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対

し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新たに払

込みをさせないで新株予約権を割当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数

　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株と

する。但し、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

３．株主に割当てる新株予約権の総数

　当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式の総数（当社の

所有する当社普通株式を除く。）を減じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割

当を行うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とす

る。

５．新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

６． 新株予約権の行使条件

　議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。）

でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

７．新株予約権の行使期間等

　新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が

別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者

以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通

株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。

以上

（別紙３）

独立委員会規程の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。

・独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している社外取締役、社外監査役および社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。

・独立委員会は、取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および根拠を付し

て取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値・株主

共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家に対し、当社の費用負担により助言を得ることが

できる。

・独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、委員に事

故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
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以上

（別紙４）

独立委員会の委員略歴

（１）社外有識者

中村隆（弁護士）

昭和45年３月立命館大学法学部卒業

昭和47年司法試験合格

昭和50年４月弁護士登録

中村・平井・田邉法律事務所所長として

現在に至る

（２）社外監査役

天明昭雄

昭和40年４月株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行

平成３年６月同行取締役人事部長

平成６年５月同行常務取締役

平成12年５月株式会社ビックカメラ副社長

平成14年１月株式会社豊年味の素製油監査役

平成17年６月当社社外監査役

中谷英志

昭和47年４月田熊汽缶製造株式会社（現株式会社タクマ）入社

平成９年11月同社業務本部業務部専任副部長

平成10年５月同社プラント建設本部プロジェクト推進部副部長

平成13年11月同社監査部長

平成16年11月同社ＣＳＲ推進・監査部長

平成18年４月同社監査部長

平成19年６月当社社外監査役、株式会社日本サーモエナー監査役

以上　

(5)研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、287百万円である。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 393,766,000

計 393,766,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成20年８月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 133,984,908 133,984,908

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

―

計 133,984,908 133,984,908 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれていない。

（２）【新株予約権等の状況】

 　会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。

平成20年６月10日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 25,806,451

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年６月26日

至　平成22年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　155

資本組入額　　 78

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び

第３項本文の定めにより本社債または本新株予約権の

うち一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該

本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額は

その払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（３）【ライツプランの内容】

該当事項なし。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数

増減数(株)
発行済株式総数

残高(株)
資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増減額

（千円）

資本準備金残高(千
円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日 ― 133,984,908 ― 31,186,098 ― 28,743,689

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   6,375,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 127,245,000 127,245 ―

単元未満株式 普通株式     364,908 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 133,984,908 ― ―

総株主の議決権 ― 127,245 ―

　（注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれている。

又、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれている。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社栗本鐵工所

大阪市西区北堀江

一丁目12番19号
6,375,000 ― 6,375,000 4.76

計 ― 6,375,000 ― 6,375,000 4.76

（注）当第1四半期会計期間末の自己株式数は、6,376,114株である。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 139 165 170

最低（円） 128 139 159

　（注）　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はない。

（注）当社は、執行役員制度を導入している。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの

執行役員の異動は以下のとおりである。

新任

役名 氏名 就任年月日

常務執行役員 澤井　幹人 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、大阪監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,887 17,067

受取手形及び売掛金 52,019 68,494

有価証券 14 15

商品及び製品 14,518 11,159

仕掛品 16,372 12,700

原材料及び貯蔵品 2,950 2,720

その他 4,731 4,211

貸倒引当金 △1,167 △770

流動資産合計 115,327 115,597

固定資産

有形固定資産

土地 28,545 28,502

その他 ※1
 23,315

※1
 23,156

有形固定資産合計 51,860 51,659

無形固定資産

その他 669 659

無形固定資産合計 669 659

投資その他の資産

投資有価証券 21,407 20,762

その他 8,800 6,430

貸倒引当金 △4,184 △1,648

投資その他の資産合計 26,024 25,544

固定資産合計 78,554 77,863

資産合計 193,882 193,461

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 43,608 48,795

短期借入金 45,339 47,448

未払法人税等 295 702

賞与引当金 2,028 1,349

工事損失引当金 2,714 2,816

その他の引当金 299 290

その他 18,052 12,204

流動負債合計 112,339 113,607

固定負債

新株予約権付社債 4,000 －

長期借入金 4,563 4,706

退職給付引当金 5,279 5,419
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

環境対策引当金 179 179

その他の引当金 33 48

負ののれん 902 914

その他 958 526

固定負債合計 15,917 11,794

負債合計 128,257 125,402

純資産の部

株主資本

資本金 31,186 31,186

資本剰余金 28,861 28,861

利益剰余金 4,162 8,298

自己株式 △1,397 △1,396

株主資本合計 62,813 66,949

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,863 △610

繰延ヘッジ損益 △1,048 △249

評価・換算差額等合計 814 △860

少数株主持分 1,996 1,969

純資産合計 65,624 68,058

負債純資産合計 193,882 193,461
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 27,862

売上原価 22,663

売上総利益 5,198

販売費及び一般管理費 ※1
 6,609

営業損失（△） △1,411

営業外収益

受取配当金 84

保険配当金 75

その他 149

営業外収益合計 308

営業外費用

支払利息 181

その他 238

営業外費用合計 419

経常損失（△） △1,522

特別利益

投資有価証券売却益 145

貸倒引当金戻入額 88

その他 63

特別利益合計 297

特別損失

貸倒引当金繰入額 2,524

その他 178

特別損失合計 2,702

税金等調整前四半期純損失（△） △3,927

法人税、住民税及び事業税 274

法人税等調整額 △228

法人税等合計 46

少数株主利益 0

四半期純損失（△） △3,974
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 △3,927

減価償却費 766

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,929

受取利息及び受取配当金 △99

支払利息 181

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △31

売上債権の増減額（△は増加） 15,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,388

仕入債務の増減額（△は減少） △5,688

退職給付引当金の増減額（△は減少） △140

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △145

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 4

有形及び無形固定資産除却損 16

その他 3,956

小計 5,934

利息及び配当金の受取額 347

利息の支払額 △165

法人税等の支払額 △678

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △920

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 2,147

有形及び無形固定資産の取得による支出 △533

有形及び無形固定資産の売却による収入 10

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 16

出資金の払込による支出 △104

その他 14

投資活動によるキャッシュ・フロー 627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,321

長期借入金の返済による支出 △930

新株予約権付社債の発行による収入 4,000

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 22
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,832

現金及び現金同等物の期首残高 16,471

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 68

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 24,372
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間において八洲

化工機㈱は、重要性が増したため連結子会

社とした。

　当第１四半期連結会計期間において連結

子会社の㈱本山製作所、㈱モトヤマの２社

は合併し㈱本山製作所が存続会社となっ

た。

(2)変更後の連結子会社の数

19社

２．持分法の適用に関する事

項の変更

持分法適用の非連結子会社及び関連会社の

数　―社

　当第１四半期連結会計期間において、持分

法を適用していない非連結子会社であった

八洲化工機㈱は重要性が増したため連結子

会社とした

３．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、平均法又は個別法に基づ

く原価法によっていたが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法、個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算

定している。

　これにより、営業損失、経常損失はそれぞ

れ2百万円、税金等調整前四半期純損失は、

26百万円増加している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載している。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

したものと著しい変化がないと認められる

場合に、前連結会計年度末において算定し

た貸倒実績率等の合理的な基準を使用して

一般債権の貸倒見積高を算定している。

２．たな卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算定する方法によってい

る。

３．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加

味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法によっている。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度

末に使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によってい

る。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間において適用した特有の会計処理はない。

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より機

械装置の耐用年数を変更した。

　この変更は、平成20年度の法人税法改正に伴い、既存の減

価償却資産を含め、平成20年４月１日以後開始する事業年

度より適用されたことによるものである。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失は、それぞれ、117百万円増加している。　

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ている。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、66,325百万円であ

る。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、65,574百万円であ

る。

２　保証債務

従業員の金融機関借入金に対する保証債務

　 698百万円

下記の会社が顧客に対する前受金について信用保

証会社から保証を受けており、この前受金保証につ

いて連結子会社が信用保証会社に対して保証を

行っている。

　 ㈱ＭＡＲＩＭＯ他２社 582百万円

　     

２　保証債務

従業員の金融機関借入金に対する保証債務

　 749百万円

下記の会社が顧客に対する前受金について信用保

証会社から保証を受けており、この前受金保証につ

いて連結子会社が信用保証会社に対して保証を

行っている。

　 ㈱ＭＡＲＩＭＯ他２社 582百万円

　     

３　債権流動化のための受取手形譲渡高

　 4,618百万円

３　債権流動化のための受取手形譲渡高

　 5,907百万円

４　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,970百万円

裏書譲渡高 132百万円

４　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 3,165百万円

裏書譲渡高 340百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　このうち主要なもの

運送・荷造費 1,077百万円

給与手当 1,493百万円

退職給付引当金繰入額 166百万円

賞与引当金繰入額 519百万円

貸倒引当金繰入額 471百万円

　２　当社グループでは、主として第４四半期に集中して売

上が計上されるため、通常第1四半期連結会計期間の

売上高は第４四半期と比べて低くなっている。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 （百万円）

現金及び預金勘定 25,887

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,515

現金及び現金同等物 24,372
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平

成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  133,984千株

　

２．自己株式の種類及び総数

普通株式  6,376千株

　

３．新株予約権等に関する事項

平成20年新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 25,806千株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 4,000百万円 

　

４．配当に関する事項

　該当事項なし。

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項なし。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
鉄鋼・鋳鋼
関連事業
（百万円）

鋼製構造
物・機械
関連事業
（百万円）

建築及び
建築関連
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 10,222 6,457 8,728 2,452 27,862 ― 27,862

(2）セグメント間の内部売上

高・内部振替高
721 4 324 270 1,320 (1,320) ―

計 10,943 6,462 9,053 2,722 29,182 (1,320) 27,862

営業利益又は営業損失(△) △377 △539 △576 163 △1,330 △81 △1,411

　（注）１　事業区分は、製造方法・製造過程の類似性により区分している。

２　各事業の主な製品

(1）鉄鋼・鋳鋼関連事業

ダクタイル鉄管及び付属品、各種調整弁、特殊鋳鉄及び鋳鋼、各種水道工事、土木工事の調査・設計・施工

(2）鋼製構造物・機械関連事業

橋梁、水門、水管橋、各種産業機械及びプラント、粗大ごみ処理施設、各種プレス

(3）建築及び建築関連事業

建築、各種ダクト

(4）その他事業

ポリコンFRP管、各種合成樹脂成型品、ヒューム管、各種コンクリート製品

３　会計方針の変更

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を

適用している。これにより、営業損失が、鉄鋼・鋳鋼関連事業で0百万円、建築及び建築関連事業で2百万円

でそれぞれ増加している。

４　追加情報 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社及び連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更した。この変更は、平

成20年度の法人税法改正に伴い、既存の減価償却資産を含め、平成20年４月１日以後開始する事業年度よ

り適用されたことによるものである。これにより、営業損失が、鉄鋼・鋳鋼関連事業で68百万円、鋼製構造

物・機械関連事業で15百万円、建築及び建築関連事業で32百万円、消去又は全社で0百万円でそれぞれ増加

している。

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動がない。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

該当事項なし。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

該当事項なし。

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）
共通支配下の取引等

連結子会社の合併

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を

含む取引の概要

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称　　鉄鋼・鋳鋼関連事業

事業の内容　　バルブのメンテナンス・サービス

（2）企業結合の法的形式
㈱本山製作所（当社の連結子会社）を吸収合併継承会社とし、㈱モトヤマ（当社の連結子会社）を吸収合併

消滅会社とする吸収合併。

（3）結合後企業の名称
㈱本山製作所（当社の連結子会社）

（4）取引の目的を含む取引の概要
　産業用バルブの製造・販売に加え、モトヤマのメンテナンス・サービスを一体化することにより、企業体質

の強化を通して、スピード・アップを図り、事業拡大を図るためである。又、伸長する海外プラントの受注力

アップのために、海外メンテナンス・ショップが絶対条件となってきており、両社の経営資源（人・物・金）

を統合することにより、早期実現を図る。

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の
取引として処理している。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 498円62銭 １株当たり純資産額 517円90銭

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 31円15銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載していない。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失金額（百万円） 3,974

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 3,974

期中平均株式数（千株） 127,608

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

 第１回新株予約権付社債（券面総額4,000百万円）。

なお、概要は「第４提出会社の状況、１株式等の状況、(2）新株予

約権等の状況」に記載のとおりである。

（重要な後発事象）

 該当事項なし。

（リース取引関係）

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

前連結会計年度末に比べてリース取引残高に著しい変動がない。

２【その他】

該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社栗本鐵工所

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 馬塲　泰德　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 平井　文彦　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士  堀 　亮三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社栗本鐵工所

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社栗本鐵工所及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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